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○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

（
組
合
員
の
資
格
の
得
喪
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

組
合
員
は
、
死
亡
し
た
と
き
、
又
は
退
職
し
た
と
き
は
、
そ
の
翌
日
か
ら
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

３

（
略
）

（
標
準
報
酬
）

第
四
十
三
条

標
準
報
酬
の
等
級
及
び
月
額
は
、
組
合
員
の
報
酬
月
額
に
基
づ
き
次
の
区
分
（
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
報
酬
の
区
分
の
改
定
が
行
わ

れ
た
と
き
は
、
改
定
後
の
区
分
）
に
よ
つ
て
定
め
、
各
等
級
に
対
応
す
る
標
準
報
酬
の
日
額
は
、
そ
の
月
額
の
二
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
五

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
円
以
上
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

標
準
報
酬
の
等
級

標
準
報
酬
の
月
額

報

酬

月

額

第

一

級

九
八
、
〇
〇
〇
円

一
〇
一
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

級

一
〇
四
、
〇
〇
〇
円

一
〇
一
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
〇
七
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

三

級

一
一
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
七
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
一
四
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

四

級

一
一
八
、
〇
〇
〇
円

一
一
四
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
二
二
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

五

級

一
二
六
、
〇
〇
〇
円

一
二
二
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

六

級

一
三
四
、
〇
〇
〇
円

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
三
八
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

七

級

一
四
二
、
〇
〇
〇
円

一
三
八
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
四
六
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

八

級

一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

一
四
六
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
五
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

九

級

一
六
〇
、
〇
〇
〇
円

一
五
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
六
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

一

〇

級

一
七
〇
、
〇
〇
〇
円

一
六
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
七
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

一

一

級

一
八
〇
、
〇
〇
〇
円

一
七
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
八
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

一

二

級

一
九
〇
、
〇
〇
〇
円

一
八
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

一
九
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

一

三

級

二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

一
九
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
一
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

一

四

級

二
二
〇
、
〇
〇
〇
円

二
一
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
三
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満
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第

一

五

級

二
四
〇
、
〇
〇
〇
円

二
三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
五
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

一

六

級

二
六
〇
、
〇
〇
〇
円

二
五
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
七
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

一

七

級

二
八
〇
、
〇
〇
〇
円

二
七
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

二
九
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

一

八

級

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

二
九
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
一
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

一

九

級

三
二
〇
、
〇
〇
〇
円

三
一
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
三
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

〇

級

三
四
〇
、
〇
〇
〇
円

三
三
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
五
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

一

級

三
六
〇
、
〇
〇
〇
円

三
五
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
七
〇
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

二

級

三
八
〇
、
〇
〇
〇
円

三
七
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上

三
九
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

三

級

四
一
〇
、
〇
〇
〇
円

三
九
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

四
二
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

四

級

四
四
〇
、
〇
〇
〇
円

四
二
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

四
五
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

五

級

四
七
〇
、
〇
〇
〇
円

四
五
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

四
八
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

六

級

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

四
八
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

五
一
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

七

級

五
三
〇
、
〇
〇
〇
円

五
一
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

五
四
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

八

級

五
六
〇
、
〇
〇
〇
円

五
四
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

五
七
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

二

九

級

五
九
〇
、
〇
〇
〇
円

五
七
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

六
〇
五
、
〇
〇
〇
円
未
満

第

三

〇

級

六
二
〇
、
〇
〇
〇
円

六
〇
五
、
〇
〇
〇
円
以
上

２
～

（
略
）

16
（
任
意
継
続
組
合
員
に
対
す
る
短
期
給
付
等
）

第
百
四
十
四
条
の
二

（
略
）

２

前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
で
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
任
意
継
続
組
合
員
」
と
い
う
。
）
は
、
組
合
が
、
政
令
で
定
め
る

基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
短
期
給
付
及
び
福
祉
事
業
に
係
る
掛
金
及
び
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
に
係
る
掛

金
及
び
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
を
含
み
、
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
任
意
継
続
組
合
員
に
あ
つ
て
は
、
介
護
納
付
金
に
係
る
掛
金
及
び
地
方

公
共
団
体
の
負
担
金
を
含
む
。
）
の
合
算
額
を
基
礎
と
し
て
定
款
で
定
め
る
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
任
意
継
続
掛
金
」
と
い
う
。
）
を
、
毎
月
、
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
６

（
略
）
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（
経
過
措
置
）

第
百
四
十
五
条
の
二

こ
の
法
律
に
基
づ
き
政
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

（
任
意
継
続
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
報
酬
の
日
額
）

第
四
十
六
条
の
二

任
意
継
続
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
し
、
そ
の
額
の
二
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る

金
額
（
当
該
金
額
に
五
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
円
以
上
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と

す
る
。
）
を
も
つ
て
そ
の
者
の
標
準
報
酬
の
日
額
と
す
る
。

一

任
意
継
続
組
合
員
の
退
職
時
の
標
準
報
酬
の
月
額

二

前
年
（
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
標
準
報
酬
の
月
額
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
）
の
九
月
三
十
日
に
お
け
る
任
意
継
続
組
合
員
の
属
す
る
組
合
の
短
期
給
付
に
関
す

る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
全
て
の
組
合
員
の
同
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
平
均
額
（
当
該
平
均
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
組
合
の
定
款
で
定
め
た
額
が
あ
る
と
き
は

、
当
該
定
款
で
定
め
た
額
）
を
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
基
礎
と
な
る
報
酬
月
額
と
み
な
し
た
と
き
の
標
準
報
酬
の
月
額
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